
表彰規程細則 

 

昭和 42年 6月 17日制定 

 昭和 51年 5月 23日改正 

 昭和 60年 5月 20日改正 

 

 

第１条 表彰基準 

１ 本県会員として引き続き１０年以上所属すること。 

２ 会費及び負担金等の完納者であること。 

３ ３０年以上放射線関係業務に従事した人。 

４ ２年以上役員として会務に従事した人。 

５ 広く技師会に善意の奉仕をした人。 

６ その他。 

 

第２条 表彰は算状または記念品を以って行う。 

 

第３条 複数の場合はそのグループを表彰することもできる。 

 

第４条 受賞者は生存者を原則とするも、特別の場合、物故者でも差し支えない。 

 

第５条 推薦者は推薦しようとする者の氏名、履歴、推薦の理由等を記載し、表彰委員会に提出するこ

と。 

 

第６条 受賞者は事前に決定、公表し定期総会において表彰を行うものとする。但し特別の場合は他

の時期に決定、施行することができる。 

 

 

 

附  則 

 

１ 本細則の改廃は、理事会にはかり、総会の承認を得るものとする。 

２ 本細則は、昭和６０年５月２０日より施行する。 


